
 

 

 

 
           

 

 

 

✔ 整備を検討している地域の面積は１０ヘクタール以上（中山間地域は

５ヘクタール以上）ありますか？ 
  

✔ 現在の担い手への農地の集積率は概ね８０％未満ですか？ 

※担い手：認定農業者等 

  

✔ 農地中間管理機構に農地を貸し付けることはできますか？ 

  ※農地中間管理機構：公益財団法人栃木県農業振興公社が県知事の指定を受けて

います。 

 

 

 

 

 

 

に 

取り組んでみませんか 
 

☆農地中間管理機構関連農地整備事業（以下、機構関連事業という。）と

は、農地中間管理機構が借り入れている農地について、農業者の工事に

係る費用負担を求めずに、県が農地整備事業を実施できる制度です。 

【事業費の負担割合】 

 

 
 
☆機構関連事業を実施するためには と を達成

する必要があります。 

国 県 市町 農業者 

６２．５％ ２７．５％ １０％ ０％ 

「農地や農道が狭い。排水不良で野菜が作れない。」 

「今の農地では貸したくても借り手がいない。」 

 

と、お困りの地域の皆様 

全て当てはまる 

平成３０年６月 



細部要件① 目標年度※において次のどちらかを満たすこと。 

 

■「販売額の 20％以上向上」 

■「生産コストの 20％以上の削減」かつ「米の生産コストが 9,600円/60kgを下回る」 

 
細部要件② 次の（１）と（２）を満たすこと。 

 

（１）狭小・不整形や排水不良など生産コストの削減等を阻害する農地が事業対象の農地の

半分より多くしめる地区であること。 

（２）収益性の要件設定にかかわらず、 

 ■ 米の生産コストが事業完了５年後以内に概ね 9,600円/60kgを下回る。 

もしくは 

 ■ 地区の作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合が概ね８割以上とな

り、かつ、高収益作物に係る作物生産額が概ね 10％以上向上する。 

   又は 

   地区の作物生産額（主食用米を除く）に占める高収益作物の割合が概ね５割以上とな

り、かつ、高収益作物に係る作物生産額が概ね 50％以上向上する。 

 

機構関連事業のイメージ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

問い合わせ先 

 機構関連事業 （事業主体：県） 

 

農
地
を
貸
し
た
い
人 

農
地
を
借
り
た
い
人 

担い手 

農地中間管理機構 

土地所有者 

農地中間 
管理権 

機
構
か
ら
借
受
け 

機
構
へ
の
貸
付
け 

15年 
以上 

組　織　名 電　話 組　織　名 電　話

 栃木県農政部農地整備課 ０２８-６２３-２３６０ 　　　下都賀農業振興事務所 ０２８２-２３-３４２８

　　　   河内農業振興事務所 ０２８-６２６-３０９７ 　　　塩谷南那須農業振興事務所 ０２８７-４３-１２６１

　　　   上都賀農業振興事務所 ０２８９-６２-６１４６ 　　　那須農業振興事務所 ０２８７-２３-２１５３

　　　   芳賀農業振興事務所 ０２８５-８２-４６６５ 　　　安足農業振興事務所 ０２８３-２２-２３５５

※目標年度は事業完了後５年以内です。 



ウ）担い手への集団化要件 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ）収益性の要件 
 

 

 

 

 

   
 
細部要件 
 

 

事業対象農地の８割以上を事業完了後５年以内に担い手に集団化する 

ａ団地 

ｂ団地 

ｄ団地 

ｃ団地 

担い手が経営する 

連坦化した面積(ｐ) 

(ｑ) 
(ｒ) 

(ｓ) 

担い手への集団化率 ＝  
(p)＋(q)＋(r)＋(s) 
a＋ b＋ c＋ d 

事業完了後５年以内(果樹は１０年以内)の事業対象地域の 

販売額が２０％以上向上、または、生産コストが２０％以上削減 

ａ ～ ｄ ：事業対象農地 

(ｐ)～(ｓ)：各団地で、担い手が経営する連坦化 

した農地面積（右図       着色部） 

細部要件確認フロー 

次ページを見てね 

0％～50％ 50％超～80％未満 80％以上

事業実施前の地区の集積率及び集約化率

細部要件②

へ進む

集積率及び

集約化率が

50％以上

向上

いいえ

細部要件①

へ進む

はい

「標準区画

（30アール以

上）に整備さ

れた良好な農

地が半分より

多い地区」

はい

事業対象外

いいえ



機構関連事業の５要件 

① 事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること。 

② 各団地の合計面積(事業実施範囲)が一定規模以上あり、かつ、各団地が 

一定の要件に適合すること 

③ 機構の借入期間(中間管理権の設定期間)が、事業計画の公告日から一定 

期間以上あること。 

④ 本事業の実施により、担い手への農用地の集団化が相当程度図られること。 

⑤ 本事業の実施により、事業実施地域の収益性が相当程度向上すること。 

 

 

ア）面積要件 

 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）農地中間管理権の設定期間 

 

     

 

・ 事業計画の公告日までに農地中間管理権を設定する必要があります。 

 

 

事業実施範囲(各団地の合計面積) 

１０ｈａ以上（中山間：５ｈａ以上） 

各団地の農地面積 
１ｈａ以上（中山間：０.５ｈａ以上）の連
坦化した農地 

ａ団地 

ｂ団地 
ｃ団地 

ｄ団地 

農地中間管理権の設定期間 ＝ 事業計画の公告日から「１５年間以上」 

事業実施範囲(各団地の合計面積)が、 

１０ha以上（中山間地域は５ha以上）であること。 

各団地の農地面積が、 

１ha以上（中山間地域は０．５ha以上）の連坦化がなされていること。 

※事業実施範囲は「大字単位」を基本とするが、営農上の一体性があると判断される範囲も可能です。 

※現行事業の面積要件(事業実施範囲)は、平場 20ha以上、中山間地域 10ha以上です。 


